
第5次粕屋町総合計画　後期基本計画　事務事業シート ver.2.0

款 項 目

3 1 1

１．事務事業の取組方向

➤ ➤

２．実施計画（PDCAサイクル）

➤ ➤

➤ ➤

３．事業フロー（ロジックモデル）

➤ ➤

➤
目標値

達成率単位： 達成率

実績値

目標値

単位：

達成率

実績値

単位：

目標値

実績値 1.81 1.62 実績値

年度 R1年度 R4年度 R7年度（最終）
生活保護世帯受給率 目標値 2.00 2.00

➤

活動指標（アウトプット） 年度 R1年度 R4年度 R7年度（最終） 成果指標（アウトカム）

単位： ％ 達成率

○生活困窮者等に対する相談支援、自立支援
○福祉関係団体等への財政的支援
○技能習得資金貸付についての広報周知

○生活困窮者等が自立した生活に必要なサービスを受けることができる。 ○生活困窮者等を支え合い、自立につなげる社会がつくられる。

①結果のアウトプット（どのような活動を行うのか） ②効果のアウトプット（活動の結果どうなるのか） ③アウトカム（町としてどうなるのか）

計画(Plan) 計画(Plan)

事業目的 実施方法

前期基本計画の主な取組と成果 後期基本計画のまちづくりの課題と展望 後期基本計画中における事務事業の取組方向
○地域福祉活動を推進するため、社会福祉協議会等と連携し、学生にボラン
ティアの講義を行い、子育て応援サロンへの参加を促した。
○生活困窮者等への相談支援について、情報の提供、関係部署との連携も含
めた適切な対応を行った。

○ともに支え合う地域づくりを推進するため、社会福祉協議会等の関係機関と連
携し、ボランティア育成のための機会の提供を行い、地域福祉活動の支援を
行っていく必要がある。また、学校での福祉教育や地域行事等を通して、町民の
地域福祉に対する意識の向上を図る必要がある。
○町、関係機関と連携した生活困窮者に対する適切な相談支援と自立に向け
た支援の体制を充実していく必要がある。

〇生活困窮者の支援体制を充実するため、町及び関係機関との連携を含めた
適切な対応を行う。
〇地域福祉計画の見直しを実施する。

事業費（千円）

実施(Do)

一般会計

基本目標 ３　誰もが安心して幸せに暮らせるやすらぎのまち 政策 ５ 誰もが心豊かに暮らせるまちづくり 施策 (２) ともに支え合う地域福祉の推進と社会保障制度の運営

令和４年度 事業区分 －

社会福祉総務事務
根拠法令 社会福祉法、民生委員法、生活保護法、行旅病人及び行旅死亡人取扱法

予算科目
会計

社会福祉総務費
行政計画

事業名

10310101  所管課 住民福祉部  介護福祉課 事業年度

地域福祉計画

実施(Do)

〇生活困窮者等への相談支援について、情報の提供、関係機関と連携し支援
を行った。
〇ふれあいバスのバス停にベンチを設置する(5か所 累計21か所)。

改善方法
〇生活困窮者等の相談内容は多岐にわたるため、内容に応じた、情報提供、関
係機関との連携が重要である。

〇社会情勢の変化とともに、多様で複雑な相談が増加しているため、相談者の
状況把握が重要となる。関係部署、関係機関との連携により問題解決を図る。

〇安心して暮らすための、支え合いの地域づくりに向けて、関係機関と連携し支
援を行っていく必要がある。
〇町民の地域福祉に対する意識の向上を図るための機会の提供を行う必要が
ある。

〇町と関係機関が連携し、生活困窮者に対する適切な相談支援・自立支援体
制を充実させる必要がある。
〇ふれあいバスのバス停にベンチを設置する。
〇民生委員一斉改選のための推薦会の実施。

評価(Check) 改善(Action)

実施結果 課題

歳入
（特定財源）

2,309 49

年度 R3決算額 R4決算額

歳出 37,492 34,698



第5次粕屋町総合計画　後期基本計画　事務事業シート ver.2.0

款 項 目

3 1 2

１．事務事業の取組方向

➤ ➤

２．実施計画（PDCAサイクル）

➤ ➤

➤ ➤

３．事業フロー（ロジックモデル）

➤ ➤

➤
目標値

達成率単位： 達成率

実績値

目標値

単位：

人/年 達成率 77.7% 0.0%

実績値

0.0% 単位：

施設延べ利用者数 目標値 25,000 32,000

実績値 859 774 実績値

年度 R1年度 R4年度 R7年度（最終）
隣保館におけるサークル活動実
施回数

目標値 800 1,000

➤

活動指標（アウトプット） 年度 R1年度 R4年度 R7年度（最終） 成果指標（アウトカム）

30,744 19,434

単位： 回/年 達成率 96.8%

○隣保館におけるサークル活動や行事、催し物の開催
○隣保館及び納骨堂の維持管理

○地域の活動拠点として活動が充実する。
○住民が安心して利用できる施設環境が整う。

〇地域の活動拠点として利用者が増加し、地域コミュニティ活動や学習活動の
向上につながる。

①結果のアウトプット（どのような活動を行うのか） ②効果のアウトプット（活動の結果どうなるのか） ③アウトカム（町としてどうなるのか）

計画(Plan) 計画(Plan)

事業目的 実施方法

前期基本計画の主な取組と成果 後期基本計画のまちづくりの課題と展望 後期基本計画中における事務事業の取組方向
○隣保館等でのサークル活動、催し物等を開催し、学習の機会を設けたほか、
広報等によりサークルの紹介を行い、隣保館利用の促進を図った。
〇高齢者の利用が増加することを見込んで施設整備を行った。

○隣保館を地域住民の活動の拠点として、安心・安全に利用できるように施設
整備を行う。

〇施設の老朽化が進んでいるので、粕屋町公共施設等個別施設計画に基づき
施設の長寿命化を図っていく。
〇高齢者の利用が増えることを見込んでの、施設整備を行い、利用者のニーズ
に合わせた適正な運営を行う。

事業費（千円）

実施(Do)

一般会計

基本目標 １　つながりと交流を深め、心豊かな人を育む協働のまち 政策 ４ 身近な学びと交流があるまちづくり 施策 (１) ライフステージに応じた学びと交流の推進

令和４年度 事業区分 －

隣保館等管理運営事業
根拠法令 社会福祉法

予算科目
会計

隣保館費
行政計画

事業名

10310201  所管課 住民福祉部  介護福祉課 事業年度

公共施設等総合管理計画、粕屋町公共施設等個別施設計画

実施(Do)

〇施設の適切な維持管理を行った。
〇広報かすや等でサークル紹介を行い、隣保館利用を促進した。

改善方法
〇施設の老朽化が進んでいるため、粕屋町公共施設等個別施設計画に基づ
き、施設の長寿命化を図る必要がある。

〇長寿命化改修工事について、地域の要望の聞き取りを行い、設計を行う。

〇隣保館を地域住民の学習及び交流の拠点として、安心・安全に利用できるよ
うに施設整備を行う
〇地域交流事業を通じて、地域住民の連帯、地区内外の交流など事業展開の
一層の推進を行う。

〇粕屋町公共施設等個別施設計画に基づき、施設の長寿命化を図る必要があ
る。
〇地域交流事業の企画・実施を効果的に行っていく。

評価(Check) 改善(Action)

実施結果 課題

歳入
（特定財源）

14,222 14,503

年度 R3決算額 R4決算額

歳出 25,222 22,770



第5次粕屋町総合計画　後期基本計画　事務事業シート ver.2.0

款 項 目

3 1 4

１．事務事業の取組方向

➤ ➤

２．実施計画（PDCAサイクル）

➤ ➤

➤ ➤

３．事業フロー（ロジックモデル）

➤ ➤

➤
行方不明高齢者等捜してメール
登録者数

目標値

達成率

25

単位： 達成率

実績値

目標値 30

14

単位： 人

件/年 達成率 90.0% 0.0%

56.0% 0.0%

実績値 19

単位：

ねぎらい手当支給数 目標値 60 70

実績値 実績値

年度 R1年度 R4年度 R7年度（最終）

目標値

➤

活動指標（アウトプット） 年度 R1年度 R4年度 R7年度（最終） 成果指標（アウトカム）

51 54

単位： 達成率

○一人暮らし高齢者や高齢者世帯、認知症高齢者の見守り体制の整備
○在宅介護する方・される方を支援する（ねぎらい手当の支給・介護用品給付
サービス事業）
○要件を満たした高齢者の養護老人ホームへ措置

○一人暮らし高齢者や高齢者世帯の見守り体制が整う。
○在宅介護する方・される方への支援により、在宅介護の環境が安定する。

○高齢者が地域で安心して暮らし続けられる環境が整う。

①結果のアウトプット（どのような活動を行うのか） ②効果のアウトプット（活動の結果どうなるのか） ③アウトカム（町としてどうなるのか）

計画(Plan) 計画(Plan)

事業目的 実施方法

前期基本計画の主な取組と成果 後期基本計画のまちづくりの課題と展望 後期基本計画中における事務事業の取組方向
〇高齢者やその家族が在宅生活を送るうえで必要な各種サービス、手当を整備
した。また町独自のサービスとして、認知症高齢者の個人賠償責任保険を導入
する等在宅生活が豊かになるような事業を展開した。

○認知症高齢者の増加が予測されることから、高齢者が住み慣れた場所で継
続的に生活できるよう認知症高齢者の見守り事業や認知症カフェの活性化など
により認知症の方や家族に対する支援体制を整備していくことや認知症に対する
啓発が重要となっている。

〇高齢者見守りネットワーク運営協議会や民生委員会等において、情報共有を
図り高齢者の見守り体制を整備します。
〇要介護高齢者が少しでも長く、家族と自宅で過ごすことが出来るよう、介護用
品給付サービス事業や行方不明高齢者等捜してメール事業などの在宅支援事
業の整備・普及に努めます。
〇要介護高齢者を在宅介護する家族への支援体制を整備します。

事業費（千円）

実施(Do)

一般会計

基本目標 ３　誰もが安心して幸せに暮らせるやすらぎのまち 政策 ３ 高齢者が元気に暮らせるまちづくり 施策 (２) 住み慣れた地域での生活を支える支援の充実

令和４年度 事業区分 重点P（安全安心）

高齢者福祉事業
根拠法令 老人福祉法

予算科目
会計

老人福祉費
行政計画

事業名

10310503  所管課 住民福祉部  介護福祉課 事業年度

高齢者福祉計画 第8期介護保険事業計画

実施(Do)

高齢者福祉計画・第8期介護保険事業計画に基づき、各種事業所や関係団体
による一人暮らし高齢者の見守り活動、介護用品等給付サービス、在宅介護者
ねぎらい手当等の各種サービスを実施した。

改善方法
ねぎらい手当の受給者数は増加傾向にあるが、行方不明高齢者等捜してメール及び
認知症高齢者等個人賠償責任保険事業の登録者数は維持状態である。
認知症が進行性であるため、登録後数年で施設入所等により廃止となる方がほとんど
であるが登録者数が増えないことの原因だと考えられる。

今後も広報誌・窓口だけでなく、定期開催の各種教室や協議会、民生委員会等
でも制度の周知を図っていく。また新たな媒体・方法・場所での周知についても検
討を行う。
高齢者の虐待や成年後見に関する相談数も増加傾向にあることから、研修会へ
の参加等により、個々のスキルアップを図る。

〇高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、高齢者福祉計画・第８期
介護保険事業計画に基づき事業を実施し、ニーズに応じた高齢者支援サービス
を提供する。

〇民生委員、その他見守り協力事業者と連携し、一人暮らし高齢者の見守り活動を行う。
〇行方不明高齢者等捜してメール及び認知症高齢者等個人賠償責任保険事業の普及。
〇要介護４・５の高齢者を在宅で介護している家族の労をねぎらい、手当を支給する。

評価(Check) 改善(Action)

実施結果 課題

歳入
（特定財源）

1,520 948

年度 R3決算額 R4決算額

歳出 13,382 9,734



第5次粕屋町総合計画　後期基本計画　事務事業シート ver.2.0

款 項 目

3 1 4

１．事務事業の取組方向

➤ ➤

２．実施計画（PDCAサイクル）

➤ ➤

➤ ➤

３．事業フロー（ロジックモデル）

➤ ➤

➤
目標値

達成率単位： 達成率

実績値

目標値

単位：

人 達成率 89.4% 0.0%

実績値

単位：

［施策］老人クラブ会員数 目標値 1,300 1,400

実績値 実績値

年度 R1年度 R4年度 R7年度（最終）

目標値

➤

活動指標（アウトプット） 年度 R1年度 R4年度 R7年度（最終） 成果指標（アウトカム）

1,327 1,162

単位： 達成率

○長寿者へ祝金の支給
○敬老会の支援
○シルバー人材センター・老人クラブ等の実施団体の支援

○地域での社会活動や交流を通じて、高齢者が住み慣れた地域でいきいきと生
活する環境が充実する。

○元気高齢者が地域社会の中で活躍する機会が増える。

①結果のアウトプット（どのような活動を行うのか） ②効果のアウトプット（活動の結果どうなるのか） ③アウトカム（町としてどうなるのか）

計画(Plan) 計画(Plan)

事業目的 実施方法

前期基本計画の主な取組と成果 後期基本計画のまちづくりの課題と展望 後期基本計画中における事務事業の取組方向
○高齢者の社会参加や生きがいづくりとして、老人クラブの活動支援やシルバー
人材センターの就業支援のほか、うておうて塾（高齢者の知恵と経験を地域の子
育て支援に活かす交流の場）を開催し、高齢者が世代間で交流し、豊かな経験
と知識を発揮できる場を設置した。

○人生100 年時代を見すえ、高齢者が元気に地域と関わりながら生活できる環
境を整え、活躍できる場づくりの拡大が求められている。
○老人クラブ及びシルバー人材センターの会員数がのび悩んでおり、活動のさら
なる周知により、会員数の増加を図ることが求められる。

〇健康寿命の延伸につながるように、高齢者が役割を持てる地域づくりを支援す
る。
〇シルバー人材センターの就業支援や老人クラブの活動支援を通して、高齢者
の社会参加や生きがいづくりを支援する。
〇うておうて塾の開催促進を図ることで、高齢者が若い世代と交流する機会や、
自身の経験や知識を若い世代に伝える機会を創出する。

事業費（千円）

実施(Do)

一般会計

基本目標 ３　誰もが安心して幸せに暮らせるやすらぎのまち 政策 ３ 高齢者が元気に暮らせるまちづくり 施策 (１) 元気高齢者の活躍を促す環境づくりの推進

令和４年度 事業区分 －

元気高齢者支援事業
根拠法令 老人福祉法

予算科目
会計

老人福祉費
行政計画

事業名

10310504  所管課 住民福祉部  介護福祉課 事業年度

高齢者福祉計画 第8期介護保険事業計画

実施(Do)

高齢者福祉計画・第8期介護保険事業計画に基づき、元気高齢者の活動を支
援する団体(シルバー人材センター・老人クラブ)へ活動補助金を支給した。

改善方法
シルバー人材センター及び老人クラブの会員数が減少傾向にある。 様々な場所・方法で活動紹介やにこにこ健康運動教室のPRを行うなど、会員数

を増やすための取り組みを検討する。
感染対策を実施したうえであれば、実施可能な活動も多くあるため、感染対策等
について周知活動を行った。

〇高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画に基づき事業を実施し、高齢者
一人ひとりが、今までの人生において培ってきた知識や経験を、さまざまな場面
において活かすことが出来る機会を創出するなど、高齢者の多様な社会参加や
生きがいづくりを支援する。

〇鶴寿祝金、敬老祝金を支給し長寿をお祝いする。
〇行政区が主催する敬老会に対し補助金を支給する。
〇地域の子どもたちとの交流の場を設ける老人クラブやシルバー人材センターに
対し補助金を支給する。
〇高齢者支援に関わるサポーターへポイントを付与する。

評価(Check) 改善(Action)

実施結果 課題

歳入
（特定財源）

1,384 2,026

年度 R3決算額 R4決算額

歳出 31,426 32,310



第5次粕屋町総合計画　後期基本計画　事務事業シート ver.2.0

款 項 目

3 1 5

１．事務事業の取組方向

➤ ➤

２．実施計画（PDCAサイクル）

➤ ➤

➤ ➤

３．事業フロー（ロジックモデル）

➤ ➤

➤
目標値

達成率単位： 達成率

実績値

目標値

単位：

人/年 達成率 137.5% 0.0%

実績値

0.0% 単位：

福祉センター延べ利用者数 目標値 10,000 17,000

実績値 46,387 40,840 実績値

年度 R1年度 R4年度 R7年度（最終）
福祉巡回バス延べ利用者数 目標値 35,000 55,000

➤

活動指標（アウトプット） 年度 R1年度 R4年度 R7年度（最終） 成果指標（アウトカム）

14,478 13,750

単位： 人/年 達成率 116.7%

○指定管理者制度による粕屋町福祉センターの施設及び運営の管理 ○地域福祉や住民交流の場としての運営が進む。
○指定管理者制度により、施設の効果的な運営、経費の節減が期待できる。

○福祉センターの利用者が増えることで、地域福祉の場としての交流の拡大につ
ながる。

①結果のアウトプット（どのような活動を行うのか） ②効果のアウトプット（活動の結果どうなるのか） ③アウトカム（町としてどうなるのか）

計画(Plan) 計画(Plan)

事業目的 実施方法

前期基本計画の主な取組と成果 後期基本計画のまちづくりの課題と展望 後期基本計画中における事務事業の取組方向
○福祉センターについて指定管理者制度により、施設の効果的な運営を行っ
た。

〇粕屋町公共施設等個別施設計画に基づき、施設の適切な維持管理を行う。
〇指定管理者制度により、施設及び福祉巡回バス運行の効果的な運営を行う。

〇指定管理者と協議しながら、施設の適切な維持管理を行う。
〇住民の利便性向上のために効果的な福祉巡回バスの運行を行う。

事業費（千円）

実施(Do)

一般会計

基本目標 １　つながりと交流を深め、心豊かな人を育む協働のまち 政策 ４ 身近な学びと交流があるまちづくり 施策 (１) ライフステージに応じた学びと交流の推進

令和４年度 事業区分 重点P（安全安心）

福祉センター管理運営事業
根拠法令 社会福祉法

予算科目
会計

福祉センター管理費
行政計画

事業名

10310601  所管課 住民福祉部  介護福祉課 事業年度

公共施設等総合管理計画、粕屋町公共施設等個別施設計画、地域福祉計画

実施(Do)

〇エアコン及び全熱交換機取替の改修工事を行った。
〇指定管理委託により、施設運営及び福祉巡回バス運行を行った。
〇福祉センターをコロナワクチン接種会場として使用した。
〇福祉センター、イオンモール福岡間のシャトルバスの経由地に粕屋町役場を
追加し、運行本数を７往復から９往復に増便した。

改善方法
〇施設の老朽化が進んでおり、大規模な修繕が必要である。
〇ふれあいバス（シャトルバス）の利用者の増加や利用者の増便や往復運航、
便数増の要望により、社会福祉協議会への委託による無料のふれあいバス運営
に限界があり、地域交通の一つとして事業の見直しが必要である。

〇粕屋町公共施設等個別施設計画に基づき、施設の適切な維持管理及び長
寿命化工事について協議を行う。
〇ふれあいバス事業の見直しまでの期間において、福祉巡回バス運行協議会や
利用者からの要望、改善事項について協議を行う。

〇福祉のまちづくりの拠点として、町民が利用できるように維持管理を行う。 〇粕屋町公共施設等個別施設計画に基づき、改修、修繕等の維持管理を行
う。指定管理委託により、施設の運営管理や福祉巡回バス運行を行う。
〇空調設備改修工事の実施。
〇新たに令和4年度から3年間、指定管理者を指定。

評価(Check) 改善(Action)

実施結果 課題

歳入
（特定財源）

6,946 37,166

年度 R3決算額 R4決算額

歳出 52,733 85,795



第5次粕屋町総合計画　後期基本計画　事務事業シート ver.2.0

款 項 目

3 1 8

１．事務事業の取組方向

➤ ➤

２．実施計画（PDCAサイクル）

➤ ➤

➤ ➤

３．事業フロー（ロジックモデル）

➤ ➤

➤
自殺者数 目標値

達成率

4

単位： 達成率

実績値

目標値 3

8

単位： 人/年

達成率

実績値 9

0.0% 単位：

目標値

実績値 529 405 実績値

年度 R1年度 R4年度 R7年度（最終）
障害者週間行事等参加人数
（さくらホール+多目的ホール）

目標値 540 550

➤

活動指標（アウトプット） 年度 R1年度 R4年度 R7年度（最終） 成果指標（アウトカム）

単位： 延べ人/年 達成率 75.0%

〇障害福祉計画策定協議会を通じて次期障がい者計画を策定する。
〇国や県の動向並びに現計画の評価を踏まえて次期自殺対策計画を策定する。
○障害福祉計画推進協議会の運営や計画の進捗管理を通じて障がい者計画推進を図る。
○自殺対策計画において進捗管理を行い計画の推進を図る。
○障がい者相談員研修参加支援、障がい者団体の支援

○障がい者計画に沿った活動により、障がいのある人への理解を深め、地域にお
いて障がいのある人の自立支援に向けた計画的な取組みが進む。
○地域自殺対策により自殺の予防につなぐことができる。
○障がいのある人がより相談しやすい環境づくりができる

○障がいのある人の福祉が向上することにより、自分らしく生きがいを持って、地
域で社会生活を営むことができるようになる。
〇誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現

①結果のアウトプット（どのような活動を行うのか） ②効果のアウトプット（活動の結果どうなるのか） ③アウトカム（町としてどうなるのか）

計画(Plan) 計画(Plan)

事業目的 実施方法

前期基本計画の主な取組と成果 後期基本計画のまちづくりの課題と展望 後期基本計画中における事務事業の取組方向
○第5期障がい者計画の策定において住民にアンケート調査を実施、並びに関
係団体等にヒアリングを行い、課題把握を行った。また、障がい福祉計画を推進
するために障害福祉計画推進協議会において障がい者雇用やまごころ駐車場を
促進するために、調査を行い、周知・啓発を行った。
○自殺対策について、関係機関が連携して包括的な支援ができるように、町の
自殺対策計画の策定を行った。

○障がい者計画及び自殺対策計画において、適切な進捗管理を行い、計画の
推進を図る必要がある。
○自殺対策計画に基づき、保健福祉事務所や精神保健福祉センターと連携し
た計画の推進が必要である。

〇障がい者計画においては、ニーズの把握を行い、現計画の評価を踏まえて次
期計画の策定を行う。
〇自殺対策計画においては、国や県の動向並びに現計画の評価を踏まえて次
期計画を策定する。
〇障がい者計画及び自殺対策計画に基づき、施策を効果的に継続して推進し
ていく。そのために、施策の進捗状況を確認しながら、計画の点検及び評価を行
う。その結果を踏まえ、より適切な施策の検討と改善を行いながら事業を実施す
る。

事業費（千円）

実施(Do)

一般会計

基本目標 ３　誰もが安心して幸せに暮らせるやすらぎのまち 政策 ４ 障がい者がともに暮らせるまちづくり 施策 (１) 生きがいを感じ社会参加を促す環境づくりの推進

令和４年度 事業区分 －

障がい福祉総務事務
根拠法令 障害者基本法、障害者総合支援法、児童福祉法、自殺対策基本法

予算科目
会計

障害者福祉費
行政計画

事業名

10310903  所管課 住民福祉部  介護福祉課 事業年度

粕屋町障がい者計画、粕屋町障がい福祉計画、粕屋町障がい児福祉計画、粕屋町自殺対策計画

実施(Do)

〇第5期粕屋町障がい者計画及び関連計画の推進について、粕屋町障害福祉
計画推進協議会を中心に計画の推進及び啓発活動を実施した。
〇自殺対策については、計画に基づき各課において事業を実施したが、今年度
の目標値は達成できなかった。

改善方法
〇自殺対策について、行政が把握（入手）できる情報には限界がある。 〇広報・啓発を強化し、自殺企図者が相談しやすい環境づくりに努める。

〇障がいのある人も地域でいきいきとした生活が送ることができるよう、第5期粕
屋町障がい者計画に基づき事業を実施し、障がい福祉の向上を目指す。

〇障がいのある人に対する理解の促進、差別解消の推進を図り、障がいのある
人の人権を守る。
〇地域生活を支援するため、福祉サービスの質や量を充実する。
〇学校や地域における活動の場など、障がいのある人が社会参加できる環境を
整える。
〇粕屋町自殺対策に基づき、事業の推進を図る。

評価(Check) 改善(Action)

実施結果 課題

歳入
（特定財源）

0 0

年度 R3決算額 R4決算額

歳出 375 325



第5次粕屋町総合計画　後期基本計画　事務事業シート ver.2.0

款 項 目

3 1 8

１．事務事業の取組方向

➤ ➤

２．実施計画（PDCAサイクル）

➤ ➤

➤ ➤

３．事業フロー（ロジックモデル）

➤ ➤

➤
精神通院医療、更生医療、育成
医療のサービス利用者数

目標値

達成率

870

単位： 達成率

実績値

目標値 900

961

単位： 人/年

人/年 達成率 125.1% 0.0%

110.5% 0.0%

実績値 847

単位：

［施策］障がい者(児)の計画相談
利用者数

目標値 650 700

実績値 実績値

年度 R1年度 R4年度 R7年度（最終）

目標値

➤

活動指標（アウトプット） 年度 R1年度 R4年度 R7年度（最終） 成果指標（アウトカム）

595 813

単位： 達成率

○障害者総合支援法のサービスの給付支援
○地域生活支援事業に基づくサービスの給付支援
○精神通院医療、更生医療および育成医療の給付支援
○糟屋中南部自立支援協議会で地域の課題についての検討
○地域活動支援センター、相談機関の周知

○各種障害福祉サービスを必要な方が適正に利用することができる。 ○障がい者及びその家族の経済的負担、身体的負担及び精神的負担の軽減
により、安心してより質の高い生活を送ることができる。

①結果のアウトプット（どのような活動を行うのか） ②効果のアウトプット（活動の結果どうなるのか） ③アウトカム（町としてどうなるのか）

計画(Plan) 計画(Plan)

事業目的 実施方法

前期基本計画の主な取組と成果 後期基本計画のまちづくりの課題と展望 後期基本計画中における事務事業の取組方向
○障がい者の自立支援・生活支援サービスを提供するため、地域における障害福祉サービス
に関する情報共有を行った。
○障がい者の「親亡き後」を見据え、地域生活支援拠点等の整備が求められる中、その拠点
整備の一環として、糟屋中南部圏域では障がい者の緊急受入れ等の仕組み作りの準備を
行った。
○増大する障害福祉サービス費について、請求審査システムを導入し、事業所からの請求
内容に不適切な内容がないか審査できる体制を構築した。また、障害福祉制度や相談機関
について情報提供や周知に取り組んだ。
○障がい者の在宅福祉サービスについて、支援が必要な方が適切に利用できるよう、窓口・
広報・ホームページ等で周知を行った。

○障がい者が地域で安心して生きがいを持って自立した生活ができるよう、制度の周知や相
談機関等の情報提供に加え、関係機関と連携を密にする必要がある。
○地域生活支援拠点整備において、新たな機能の検討を糟屋中南部自立支援協議会で検
討を行い、拠点の拡充が求められる。
○障害福祉サービス利用者が増加しているため、受給資格や請求内容の確認をより詳細に
行える体制を作る。
○医療的ケア児が身近な地域で生活するために、保険、医療、障がい福祉、保育、教育など
の関係者が連携を図り支援を受けられることが求められる。

〇引き続き各種相談窓口、法改正等に伴う制度等のわかりやすい周知を行っていく。
〇地域移行・就労支援を進めていくために関係機関と連携して支援を行っていく。
〇地域生活支援拠点整備の緊急受入体制の確保を軌道に乗せていく。また、新たな機能に
ついて糟屋中南部自立支援協議会で検討を行い、拡充を図る。
〇障害サービス利用費増大に伴い給付費適正化のため、システムでの審査体制を活用して
適正化に努める。
〇医療的ケア児の適切な支援の協議の場を持ち、関係機関と連携を図る。

事業費（千円）

実施(Do)

一般会計

基本目標 ３　誰もが安心して幸せに暮らせるやすらぎのまち 政策 ４ 障がい者がともに暮らせるまちづくり 施策 (２) 地域で安心して暮らせる環境づくりの推進

令和４年度 事業区分 R４重点

障がい福祉サービス事業
根拠法令 障害者総合支援法、児童福祉法

予算科目
会計

障害者福祉費
行政計画

事業名

10310906  所管課 住民福祉部  介護福祉課 事業年度

粕屋町障がい者計画、粕屋町障がい者福祉計画、粕屋町障がい児福祉計画

実施(Do)

〇障がいのある人が、それぞれの地域で自立した計画を送ることができるよう、
様々な福祉サービスを案内・提供することができた。
〇昨年度までの福祉タクシーチケット（紙）から、電車やバス、買い物などにも利
用できる交通系ICカードに切り替え、障がい者の社会参加の促進を図った。

改善方法
〇福祉サービスの周知に伴い、利用者が増え給付費が増大している。支給内容や支
給量について適正化を図っているが、サービス利用計画の内容から必要性を確認す
ることが困難な事例が多いことが課題である。

〇福祉サービスの利用者が希望するサービスの内容や支給量が適切であるか、
利用計画を厳格に精査・審査し適切なサービスを決定する。

〇障がいのある人も地域でいきいきとした生活が送ることができるよう、第5期粕
屋町障がい者計画に基づき事業を実施し、障がい福祉の向上を目指す。
〇障がいの有無に関係なく、相互に人格と個性を尊重し合う地域共生社会を目
指す。

〇障がいのある人や障がいのある子どもの自己決定を尊重した支援を行う。
〇障がいの状況に応じたサービスが提供できる体制を整える。
〇障がいのある子どものライフステージに沿った、切れ目のないサービスが提供
できる体制を整える。
〇粕屋町障がい者社会参加促進補助事業を実施し、障がい者の日常生活の利
便性の向上と社会活動への参加を促進する。

評価(Check) 改善(Action)

実施結果 課題

歳入
（特定財源）

999,125 1,098,610

年度 R3決算額 R4決算額

歳出 1,433,214 1,583,303



第5次粕屋町総合計画　後期基本計画　事務事業シート ver.2.0

款 項 目

8 4 1

１．事務事業の取組方向

➤ ➤

２．実施計画（PDCAサイクル）

➤ ➤

➤ ➤

３．事業フロー（ロジックモデル）

➤ ➤

➤
目標値

達成率単位： 達成率

実績値

目標値

単位：

％ 達成率

実績値

0.0% 単位：

家賃収納率 目標値 99.0 100.0

実績値 168 151 実績値

年度 R1年度 R4年度 R7年度（最終）
入居世帯数 目標値 167 167

➤

活動指標（アウトプット） 年度 R1年度 R4年度 R7年度（最終） 成果指標（アウトカム）

99.0 98.8

単位： 世帯 達成率 90.4%

○町営住宅の修繕及び維持管理
○町営住宅使用料の管理及び徴収

○町営住宅の適切な維持管理により、住宅に困窮する低所得者に安定して住
宅を提供できる。

○住宅の低廉な賃貸により、困窮者の生活の安定化が図れる。

①結果のアウトプット（どのような活動を行うのか） ②効果のアウトプット（活動の結果どうなるのか） ③アウトカム（町としてどうなるのか）

計画(Plan) 計画(Plan)

事業目的 実施方法

前期基本計画の主な取組と成果 後期基本計画のまちづくりの課題と展望 後期基本計画中における事務事業の取組方向
○町営住宅長寿命化計画に基づき、町営団地の改修工事を行い、施設の老朽
化対策を行った。

○町営住宅については施設の適切な維持管理に努めるとともに、滞納者への督
促・催告を定期的に行うことで収納率の向上を目指す必要がある。

〇粕屋町営住宅長寿命化計画に基づき、効果的かつ効率的な改修工事等を
行う。
〇朝日団地の建替え計画推進。

事業費（千円）

実施(Do)

一般会計

基本目標 ３　誰もが安心して幸せに暮らせるやすらぎのまち 政策 ５ 誰もが心豊かに暮らせるまちづくり 施策 (２) ともに支え合う地域福祉の推進と社会保障制度の運営

令和４年度 事業区分 R４重点

町営住宅管理運営事業
根拠法令 公営住宅法

予算科目
会計

住宅管理費
行政計画

事業名

10840101  所管課 住民福祉部  介護福祉課 事業年度

粕屋町営住宅長寿命化計画

実施(Do)

〇甲仲原団地のガス管及び水道管改修工事の設計を実施したが、設計内容の
見直しを行い、工事は令和５年度に実施することとした。
〇収納率の向上のため、滞納者への定期的な督促、催告を実施した。
〇朝日団地建替工事の実施設計を行い、朝日２団地除却のため、現在の入居
者の仮移転について転居先などの検討等を実施した。。

改善方法
〇予防保全という視点で修繕等を行い、住宅の長寿命化を図る。
〇滞納整理実施の検討。
〇甲仲原団地の改修工事は入札が不調となり、設計の見直しを行うこととなり、工事実施を翌年度に繰越
すこととなった。
〇朝日団地建替工事設計管理業務（設計）については、国土交通省による公営住宅等整備基準の見直し
を含む作業により、設計は完了したが建築物確認申請等の手続きに遅れが生じている。

〇粕屋町営住宅長寿命化計画に基づき、効果的、効率的な改修工事等を
行い、施設の長寿命化を図る。

〇生活困窮者のために、低廉な家賃で賃貸できる住宅の整備等を行い、安心で
きる住まいの確保に努める。

〇粕屋町営住宅長寿命化計画に基づき、改修・修繕を行い、適切な維持管理
に努める。
〇収納率の向上を目指すために、滞納者への定期的な督促等を行う。
〇甲仲原団地のガス管及び給水管改修工事の実施。
〇朝日団地建替えの実施設計の実施。

評価(Check) 改善(Action)

実施結果 課題

歳入
（特定財源）

54,289 64,835

年度 R3決算額 R4決算額

歳出 54,290 79,610



第5次粕屋町総合計画　後期基本計画　事務事業シート ver.2.0

款 項 目

1 1 1

１．事務事業の取組方向

➤ ➤

２．実施計画（PDCAサイクル）

➤ ➤

➤ ➤

３．事業フロー（ロジックモデル）

➤ ➤

➤
高齢者一人あたりの年間給付額 目標値

達成率

250,000

単位： 達成率

実績値

目標値 250,000

249,000

単位： 円

％ 達成率

実績値 236,000

単位：

保険料の収納率 目標値 99.50 99.50

実績値 実績値

年度 R1年度 R4年度 R7年度（最終）

目標値

➤

活動指標（アウトプット） 年度 R1年度 R4年度 R7年度（最終） 成果指標（アウトカム）

99.66 99.74

単位： 達成率

○介護保険料の公平・公正な賦課徴収
○公平・公正・迅速な要介護認定の実施
○介護サービス給付の適正化
○地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所の指導及び監督

○介護サービスの利用により、利用者の心身の状態の悪化を防ぎ、介護者の負
担を軽減する。

○高齢者を支える介護保険事業の安定した運営が図られる。

①結果のアウトプット（どのような活動を行うのか） ②効果のアウトプット（活動の結果どうなるのか） ③アウトカム（町としてどうなるのか）

計画(Plan) 計画(Plan)

事業目的 実施方法

前期基本計画の主な取組と成果 後期基本計画のまちづくりの課題と展望 後期基本計画中における事務事業の取組方向
○介護が必要な方の受け皿を整備するため、第７期介護保険事業計画では特
別養護老人ホームの整備を位置づけ、第８期（期間：令和３年度～令和５年度）
介護保険事業計画においても将来を見据えた検討を進める必要がある。

○介護が必要になる要介護者は、平成29年度以降年々増加し、団塊の世代が
後期高齢者になる2025年が近づくにつれ、ますます増加していくものと思われ
る。
○介護が必要な要介護者の増加と入所施設の過度な整備は、介護保険料の
高騰が進行する要因にもなるので、介護予防の充実と効果的な在宅サービスの
充実を図っていく必要がある。

〇高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共生社会の実現を図
るとともに、制度の持続可能性を確保することに配慮し、サービスを必要とする方
に必要なサービスが提供されるようにする。

事業費（千円）

実施(Do)

介護保険

基本目標 ３　誰もが安心して幸せに暮らせるやすらぎのまち 政策 ５ 誰もが心豊かに暮らせるまちづくり 施策 (２) ともに支え合う地域福祉の推進と社会保障制度の運営

令和４年度 事業区分 －

介護保険事業
根拠法令 介護保険法・介護保険条例・介護認定審査会規則

予算科目
会計

一般管理費、他
行政計画

事業名

23001  所管課 住民福祉部  介護福祉課 事業年度

高齢者福祉計画 第8期介護保険事業計画

実施(Do)

〇要介護認定業務において公平、公正、迅速な審査の実施に努めた。
〇保険給付の適正化について概ね達成できた。

改善方法
〇保険給付の適正化において、新型コロナ感染対策や人員不足などの理由によ
り十分な取り組みができていないものがある。

〇増加していく業務量と複雑化する制度への対応が急務である。公正な事業の
遂行のため、また個々のスキルアップのためにも担当替えを行う等し、柔軟な対
応ができる組織へ改善する。

○高齢者が介護を必要とする状態になっても、その能力に応じ、自立した日常生
活を営むことができるような支援や要介護状態等の軽減、悪化の防止といった
制度の理念を実現していく。

○要介護認定を行い、保険給付としての支払いを行う。また、特別会計として費
用の見込みを立て、必要な財源の一部として第1号被保険者から保険料を徴収
する。
○令和４年度から令和５年度にかけて、介護保険事業の適正な運営のために第
9期介護保険事業計画を策定する。

評価(Check) 改善(Action)

実施結果 課題

歳出 2,370,162 2,292,178

歳入 2,448,641 2,425,727

差引

年度 R3決算額 R4決算額

78,479 133,549



第5次粕屋町総合計画　後期基本計画　事務事業シート ver.2.0

款 項 目

5 1 1

１．事務事業の取組方向

➤ ➤

２．実施計画（PDCAサイクル）

➤ ➤

➤ ➤

３．事業フロー（ロジックモデル）

➤ ➤

➤
目標値

達成率単位： 達成率

実績値

目標値

単位：

人 達成率 - 76.8% 0.0%

実績値

単位：

［施策］ゆうゆうサロン登録者数 目標値 - 625 650

実績値 実績値

年度 R1年度 R4年度 R7年度（最終）

目標値

➤

活動指標（アウトプット） 年度 R1年度 R4年度 R7年度（最終） 成果指標（アウトカム）

593 480

単位： 達成率

○介護予防・生活支援サービス事業の実施
○一般介護予防事業の実施
○介護予防サポーターの育成

○介護予防の場を作ることで、高齢者の自立に向けた支援ができる。
○地域での介護予防活動の実践できる人材が育ち、地域における通いの場が増
える。

○介護予防の充実により、元気な高齢者が増加する。
○高齢者を地域で支え合う環境が充実する。

①結果のアウトプット（どのような活動を行うのか） ②効果のアウトプット（活動の結果どうなるのか） ③アウトカム（町としてどうなるのか）

計画(Plan) 計画(Plan)

事業目的 実施方法 事業費（千円）

前期基本計画の主な取組と成果 後期基本計画のまちづくりの課題と展望 後期基本計画中における事務事業の取組方向
○高齢者の介護予防活動を充実するとともに、地域住民の力を借りる、かすサ
ポ（粕屋町サポーター制度）を立ち上げ、多様なニーズに対応する体制を構築し
た。また、サポーターポイント制度を構築し、かすサポ以外のセルフケア（自分自
身の健康づくり教室への参加）に対してもポイントを付与することで介護予防の意
識が高まった。
〇介護予防教室の内容を見直し、誰もが参加しやすい教室運営を心掛け、高齢
者の介護予防を推進した。
〇粕屋医師会と協力し在宅医療、介護連携の充実に向けたシステムを啓発し
た。

○今後、介護認定者の増加による社会保障費の負担拡大が懸念される中、介
護予防活動の充実や高齢者の自立支援のための生きがいづくり、地域での支え
合いの体制を構築することが重要である。

〇高齢者の自立支援や地域の見守りを含め、地区公民館で実施しているゆうゆ
うサロンの新規参加者が増加するよう啓発に取組む。
〇高齢であっても、支える側として活動できる者は、粕屋町のサポーターとして役
割やいきがいを持ち、社会参加してもらう。またサポーター制度を利用し、住み慣
れた地域でいつまでも過ごすことができるように支援する。
〇介護予防教室では、教室に参加することが、外出の促進につながりるため、誰
もが参加しやすい教室運営や介護予防の成果を評価できるような内容にする。。

実施(Do)

介護保険

基本目標 ３　誰もが安心して幸せに暮らせるやすらぎのまち 政策 ３ 高齢者が元気に暮らせるまちづくり 施策 (２) 住み慣れた地域での生活を支える支援の充実

令和４年度 事業区分 －

介護予防・生活支援サービス事業
根拠法令 介護保険法

予算科目
会計

介護予防・生活支援サービス事業、他
行政計画

事業名

23040  所管課 住民福祉部  介護福祉課 事業年度

高齢者福祉計画 第8期介護保険事業計画

実施(Do)

総合事業の対象者（事業対象者、要支援者）が住み慣れた地域で自立した生
活を送れるように多様なサービスを提供し、自立支援を促した。

改善方法
多様なサービスの担い手であるボランティアやシルバー人材センターのスタッフも高齢
化している。70代でも働く人が増え、ボランティアが増えない。
総合事業を利用者も横ばい又は新型コロナ感染症により減少傾向である。

ボランティアに研修会や説明会を行い、住民主体や他のボランティア団体との共
同について説明した。
総合事業利用者の減少については、事業対象者の選定やサービス利用につい
て職員間で意思疎通する。

〇高齢者が住み慣れた地域で自立して生活するため、介護給付だけでなく地域
の住民主体の多様なサービス等を実施し、高齢者の自立支援と介護予防を推
進する。
また、高齢者が支える側になることで、生きがいや役割を創出することに繋がる。

〇事業対象者（基本チェックリスト該当者）及び要支援者に対する事業で、訪問
型サービスと通所型サービス、介護予防ケアマネジメントを提供する。

評価(Check) 改善(Action)

実施結果 課題

歳出 67,839 49,849

歳入 63,234 74,806

差引 ▲ 4,605 24,957

年度 R3決算額 R4決算額



第5次粕屋町総合計画　後期基本計画　事務事業シート ver.2.0

款 項 目

5 2 1

１．事務事業の取組方向

➤ ➤

２．実施計画（PDCAサイクル）

➤ ➤

➤ ➤

３．事業フロー（ロジックモデル）

➤ ➤

➤
目標値

達成率単位： 達成率

実績値

目標値

単位：

達成率

実績値

0.0% 単位：

目標値

実績値 9 17 実績値

年度 R1年度 R4年度 R7年度（最終）
地域ケア会議の開催 目標値 12 15 20

➤

活動指標（アウトプット） 年度 R1年度 R4年度 R7年度（最終） 成果指標（アウトカム）

単位： 回/年 達成率 75% 113.3%

○地域包括ケアシステムによる介護・福祉・保健・医療など、総合的な支援（地
域ケア会議の開催、認知症施策の推進、在宅医療・介護連携推進、生活支援
コーディネーター体制の整備）

○高齢者の生活支援や認知症高齢者に対して、地域で支え合う体制が構築さ
れる。

○高齢者が住み慣れた地域で自立した日常生活ができるようになる。

①結果のアウトプット（どのような活動を行うのか） ②効果のアウトプット（活動の結果どうなるのか） ③アウトカム（町としてどうなるのか）

計画(Plan) 計画(Plan)

事業目的 実施方法

前期基本計画の主な取組と成果 後期基本計画のまちづくりの課題と展望 後期基本計画中における事務事業の取組方向
〇更に認知症に対する講座や認知症カフェを開設し、認知症についての啓発に
も力をいれた。
〇地域ケア会議を定期的に実施し、地域の課題を抽出した。
○地域包括ケアシステムの構築に向けて、中核となる地域包括支援センターの
相談機能を強化した。

〇認知症カフェの活性化などにより認知症の方や家族に対する支援体制を整備
していくことや認知症に対する啓発が重要となっている。
○高齢者の在宅生活を支援するため、引き続き地域包括支援システムによる支
援を充実するとともに、地域包括支援センターを核に保健師・社会福祉士・主任
ケアマネジャ―が協力し、高齢者の身近な相談場所であることを啓発していくこと
が必要となっている。

〇認知症の施策について、認知症カフェや認知症サポーター養成講座を実施し
ているが、町民に浸透していないため、啓発に力を入れる。
〇地域ケア会議を充実させ、地域の課題を抽出し、地域包括ケア推進会議を開
催する。

事業費（千円）

実施(Do)

介護保険

基本目標 ３　誰もが安心して幸せに暮らせるやすらぎのまち 政策 ３ 高齢者が元気に暮らせるまちづくり 施策 (２) 住み慣れた地域での生活を支える支援の充実

令和４年度 事業区分 －

地域包括支援センター事業
根拠法令 介護保険法

予算科目
会計

地域包括支援センター事業、他
行政計画

事業名

23010  所管課 住民福祉部  介護福祉課 事業年度

高齢者福祉計画 第8期介護保険事業計画

実施(Do)

保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャの3職種が、総合相談や権利擁護、虐待など包括
的な相談を行った。
地域ケア会議では、個々の事例から課題を抽出し、課題の積み上げを行った。
住民向けの研修会では、本人や家族のに関する内容だけでなく、元気な高齢者が虚弱な高
齢者を支える仕組みづくりや認知症について啓発した。認知症の啓発事業では、認知症に関
する川柳が約300首応募があり、関心の高さがうかがえる結果となった

改善方法
指定介護予防支援事業所の欠員によりプランナーが慢性的に不足し、地域包括支援
センター事業が十分に行えない状況が続いている。
認知症川柳や認知症カフェの参加者が増加するなど啓発や相談事業の一定の評価
はできた。

認知症の啓発事業について、認知症を他人ごとでなく、自分のこととして考えてい
けるような事業を検討する。
認知症の啓発や相談に関する専門職の配置を行う。

〇高齢者が生活するうえで直面する介護や福祉、保健などの課題を総合的に
捉え、保健師や社会福祉士、主任ケアマネジャの専門職がその人らしく生活でき
るよう支援する。
〇今後の高齢化を見据えた地域包括ケアシステムを構築する。

〇窓口や電話等で受けた相談に対し、専門職が関係機関と連携し、チームで総合的に高齢
者を支援する。認知症施策では、誰もが認知症になる可能性があり、自分のこととして考える
機会を持つような事業を展開する。生活支援体制整備事業では、生活支援コーディネーター
が地域の課題を抽出し、地域の支え合いやサービス構築を検討する。
〇地域ケア会議では、個々のケースを積み上げ、ケアマネジメントの向上と地域課題から
サービスを構築する。

評価(Check) 改善(Action)

実施結果 課題

歳出 19,540 26,454

歳入 17,140 24,630

差引 ▲ 2,400 ▲ 1,824

年度 R3決算額 R4決算額



第5次粕屋町総合計画　後期基本計画　事務事業シート ver.2.0

款 項 目

1 1 1

１．事務事業の取組方向

➤ ➤

２．実施計画（PDCAサイクル）

➤ ➤

➤ ➤

３．事業フロー（ロジックモデル）

➤ ➤

➤
目標値

達成率単位： 達成率

実績値

目標値

単位：

％ 達成率

実績値

単位：

介護認定率 目標値 15 16 17

実績値 実績値

年度 R1年度 R4年度 R7年度（最終）

目標値

➤

活動指標（アウトプット） 年度 R1年度 R4年度 R7年度（最終） 成果指標（アウトカム）

15.2 15.9

単位： 達成率

○要支援者に対するケアプラン作成 ○適正なケアマネジメントにより、在宅生活が継続できるようになる。 〇要介護認定率の抑制
〇要支援者と要介護者の割合が適正になる

①結果のアウトプット（どのような活動を行うのか） ②効果のアウトプット（活動の結果どうなるのか） ③アウトカム（町としてどうなるのか）

計画(Plan) 計画(Plan)

事業目的 実施方法

前期基本計画の主な取組と成果 後期基本計画のまちづくりの課題と展望 後期基本計画中における事務事業の取組方向
〇介護認定審査会の結果、要支援者と非該当のうち事業対象者に該当する方
が予防給付のサービスを提供するためにケアプラン作成を行った。

〇利用者の自立支援を念頭にケアプランを作成する必要がある。 〇要支援者と非該当のうち事業対象者に該当する方で、予防給付のサービスを
提供するために、自立支援を念頭に置いたケアプラン作成を行う。

事業費（千円）

実施(Do)

介護ｻｰﾋﾞｽ

基本目標 ３　誰もが安心して幸せに暮らせるやすらぎのまち 政策 ３ 高齢者が元気に暮らせるまちづくり 施策 (２) 住み慣れた地域での生活を支える支援の充実

令和４年度 事業区分 －

居宅介護予防支援事業
根拠法令 介護保険法

予算科目
会計

一般管理費、他
行政計画

事業名

23021  所管課 住民福祉部  介護福祉課 事業年度

高齢者福祉計画 第8期介護保険事業計画

実施(Do)

要支援１，２の者が介護サービスや介護保険外のインフォーマルなサービスを利
用するにあたり、ケアプランを作成し在宅生活を支援する。毎月のモニタリングを
通して、作成したプランが本人の自立を促進するものか確認しながら進めていく。

改善方法
プランナー（職員）の離職により職員の確保が難しい。（募集しても応募がない状態）
プランナーの離職により、要支援者との関係づくりや継続性や自立支援に向けたプラン
作成が難しいといった課題がある。

新規職員には、指導職員を確保し、指導にあたる。
研修会を積極的に受講する。

〇介護保険認定審査において、要支援に該当した者が予防給付の
サービスを受けることにより、自立した生活を維持できる。

〇ご本人や家族の要望、課題からケアマネジメントを行い、自立支援に
向けたケアプランを作成する。
〇プラン作成後、担当者会議、モニタリング、給付管理を行う。

評価(Check) 改善(Action)

実施結果 課題

歳出 8,260 9,469

歳入 12,500 16,455

差引 4,240 6,986

年度 R3決算額 R4決算額



第5次粕屋町総合計画　後期基本計画　事務事業シート ver.2.0

款 項 目

1 1 1

１．事務事業の取組方向

➤ ➤

２．実施計画（PDCAサイクル）

➤ ➤

➤ ➤

３．事業フロー（ロジックモデル）

➤ ➤

➤
目標値

達成率単位： 達成率

実績値

目標値

単位：

達成率

実績値

単位：

目標値

実績値 実績値

年度 R1年度 R4年度 R7年度（最終）

目標値

➤

活動指標（アウトプット） 年度 R1年度 R4年度 R7年度（最終） 成果指標（アウトカム）

単位： 達成率

○住宅新築資金等貸付制度は平成8年度で終了し、現在はその償還事務を
行っている。

債権管理を行い、適正な償還を促す。 償還率の向上。

①結果のアウトプット（どのような活動を行うのか） ②効果のアウトプット（活動の結果どうなるのか） ③アウトカム（町としてどうなるのか）

計画(Plan) 計画(Plan)

事業目的 実施方法

前期基本計画の主な取組と成果 後期基本計画のまちづくりの課題と展望 後期基本計画中における事務事業の取組方向
〇住宅新築資金等貸付制度は平成8年度で終了し、現在はその償還事務を
行っている。

〇令和３年度で現年度分の償還が終了するため、過年度分だけでの事業継続
を行うか検討必要。
〇貸付を受けた当事者が亡くなるなど、世帯の状況が変化し、償還が厳しくなっ
ている。

〇事業継続の検討実施。

事業費（千円）

実施(Do)

住宅新築資金

基本目標 ３　誰もが安心して幸せに暮らせるやすらぎのまち 政策 ５ 誰もが心豊かに暮らせるまちづくり 施策 (２) ともに支え合う地域福祉の推進と社会保障制度の運営

令和４年度 事業区分 －

住宅新築資金等貸付事務
根拠法令 住宅新築資金等貸付助成事業補助金交付要綱

予算科目
会計

一般管理費
行政計画

事業名

23031  所管課 住民福祉部  介護福祉課 事業年度

実施(Do)

〇現年度の償還が終了した。過年度分だけでの事業継続を行う。
〇債権管理を行い、適正な償還を促した。

改善方法
〇貸付を受けた当事者が亡くなるなど、世帯の状況が変化し償還が厳しくなって
いる。

〇情報収集を行い、現状把握に努める。債権放棄、不能欠損も含め、部内にて
検討を進める。

〇住生活環境の整備・改善のための貸付制度の償還事務。 〇現年度の償還が終了したため、過年度分だけでの事業継続を行うか検討が
必要である。一般会計への変更等も検討。
〇債権管理を行い、適正な償還を促す必要がある。

評価(Check) 改善(Action)

実施結果 課題

歳出 963 733

歳入 1,319 1,002

差引 356 269

年度 R3決算額 R4決算額


